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第２章 三重県の農業及び農村を取り巻く情勢 

１ 食と農業及び農村を取り巻く環境の変化 
（１）人口減少社会の到来 
  「日本の将来推計人口（平成 24年１月推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）による

と、平成 42 年（2030 年）には全国の人口が 116,618 千人（中位推計）、平成 22 年（2010

年）から約９％減少すると予測されるとともに、実際に平成 17 年（2005 年）から平成 22

年（2010 年）は日本の人口は横ばい（平成 17年からの５年間で 0.2％増と調査開始以来最

低の増加率）で推移し、日本人人口は平成 17年からの５年間で 0.3％減となっています（「平

成 22年国勢調査」（総務省））。 

  県の人口は、県経済の発展に伴ってこれまで順調に増加を続けてきましたが、平成 20年

（2008 年）の約 187 万人をピークに減少に転じ、平成 22 年（2010 年）国勢調査結果では

185 万 4,724 人となっています。 

  また、県の将来人口は、「都道府県の将来推計人口（平成 19 年５月推計）」（国立社会保

障・人口問題研究所）によると、平成 42年には 1,666 千人（中位推計）、平成 17年から約

11％減少すると予測されており、経済の縮小やコミュニティの弱体化などの影響を生じる

可能性があることから、地域活力の低下につながることなどが懸念されています。 

 

（２）グローバル化の進展 
  人やものはもとより、近年の情報通信技術の進展により情報のグローバル化が進み、円

高の進展や世界的な貿易自由化の流れの中で、食生活の多様化等を背景に、農産物をはじ

めとする食料輸入は大きく増加しました。 

  このため、ＷＴＯ（世界貿易機関）農業交渉やＥＰＡ（経済連携協定）・ＦＴＡ（自由貿

易協定）に関する交渉が進められるとともに、ＴＰＰ（環太平洋連携協定）交渉への参加

に向けた関係国との協議がはじめられる中で、農産物に関する交渉の動向について注視し

ながら、海外との競争をふまえた生産・販売戦略を構築していくことが求められています。  

一方で、アジア諸国においては、急速な経済成長による所得水準の上昇を背景として、

高品質な食料品等に対するニーズが高まってきていることから、日本の食文化に関する関

心や日本製品のブランドイメージ等を背景として、県産農産物等の輸出の可能性も生まれ

てきています。 

＜日本の食料品等の輸入額の推移＞

 
    ※平成21年以降は、円高ドル安の進行、穀物価格の低下等により大きく減少 

（出展：農林水産省「平成22年度食料・農業・農村の動向」、（独）日本貿易振興機構「貿易統計データベース」を基
に農林水産省が作成） 
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（３）地球環境問題の深刻化と世界の食料事情など 
産業革命以降、人間の社会経済活動が著しく増大した結果、大気中の二酸化炭素などの

温室効果ガスが増加していることなどにより、平均気温や海面水位の上昇など、地球規模

での気象変動（いわゆる地球温暖化問題）が生じ、世界の食料生産に影響を及ぼす可能性

が指摘されています。 

一方で、食料をめぐる国際情勢は、発展途上国を中心とした人口の増加や BRICs（ブラ

ジル、ロシア、インド、中国）等新興国での所得向上による食生活の変化、気象変動によ

る異常気象の頻発や栽培適地の変化等地球温暖化に伴う農業生産への影響、バイオ燃料の

生産拡大に伴う穀物等の原料としての利用の増加などによって、世界の食料事情が不安定

さを増してきていることから、国内における食料自給力の向上が求められています。 

また、平成 23年（2011 年）３月 11日に発生した東日本大震災によって東北地方を中心

に太平洋沿岸地域が地震動や大津波等による未曾有の被害を受けたことなどから、東海・

東南海・南海連動型地震の発生による甚大な被害の可能性が指摘される本県においても、

大規模災害への備えの大切さが改めて認識されています。 

 

＜世界の穀物等の消費量と国際価格の推移と見通し＞

 
   ※国際価格の実線は名目価格、破線は実質価格 

    （出展：農林水産省「平成 22 年度食料・農業・農村の動向」、農林水産政策研究所「2020 年における世界の需給見通

し」（平成 23年 3月公表）） 

 

（４）人びとの価値観やライフスタイルの変化 
  日本では、これまで、経済的な豊かさや利便性などを高めることに重点がおかれてきま

したが、社会の成熟化に伴って個人の価値観やライフスタイルの多様化が進み、県民の皆

さんの意識は「ものの豊かさ」だけでなく「心の豊かさ」をより大切にするようになって

きています。 

  豊かな自然や文化、農山漁村の心豊かな暮らしを求めたり、ボランティアやＮＰＯなど

による社会貢献活動に参加したりする人が増加するなど、一人ひとりが互いの個性や能力、

違いを認め合い、それぞれの価値観に基づいて人生やライフスタイルの選択の可能性を広

げていくことが重要となっています。 
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  また、度重なる食品の不適正表示や輸入食品等の残留農薬、農産物への放射性物質の影

響等の発生により、食の安全・安心をはじめ、環境や健康、本物志向などが高まってきて

いる一方で、平成 20年秋に発生した世界同時不況に端を発した経済情勢の急激な悪化等に

より、食料品購入における低価格志向も見られるなど、食に対する県民や消費者の皆さん

のニーズはますます多様化してきています。 

 

（５）情報通信等技術革新の進展 
  インターネットやスマートフォン等によるＩＣＴ（情報通信技術）の発達は、新しい産

業分野の創出や既存産業に刺激を与えることにより、さまざまな産業の成長に寄与すると

ともに、人びとのライフスタイルにも大きな影響を与えています。 

  農業分野においては、インターネットを活用した農産物の通信販売やトレーサビリティ

システム（生産履歴管理）、ＧＰＳ（人工衛星によるグルーバル測位システム）やレーザー

を用いた農業機械の精密・自動運転等による農作業システム、コンピュータを用いた総合

的な栽培環境制御を行う植物工場や画像カメラ等によるセンシング技術を用いた自動収穫

装置の開発・導入など、ＩＣＴ活用によるさまざまな取組が進められています。 

  また、地球温暖化問題等を背景に新エネルギーへの関心が高まる中で、穀物等を利用し

た燃料の製造が行われるとともに、稲わら等収穫残さを利用する技術、農業用水を用いた

小水力発電技術の実用化や普及のための取組が進められるなど、バイオマス等の再生可能

エネルギー活用に向けた動きが加速しています。 

  こうした技術革新は、今後さらに進展していくものと予測されることから、農業分野に

おいても先端的技術を積極的に取り入れ、活用していく視点が求められています。 

 

（６）食料自給率の低下と国農政の転換 
  日本人の食生活が大きく変化し、国内で自給可能な米の消費が減る一方、国内生産では

供給困難なとうもろこし等の飼料穀物を必要とする畜産物や、大豆やナタネ等を使用する

油脂類の消費が増加したこと、農業従事者の高齢化や減少等により国内の食料供給力が低

下したこと等から、国や県の食料自給率（カロリーベース）は 40％程度にまで低下してい

ます。 

  こうした状況をふまえて、国は平成 22年 3月に、食料・農業・農村政策を国家戦略の一

つとして位置づけ、大幅な政策の転換を図り、平成 32 年（2020 年）の食料自給率（カロ

リーベース）を 50％に高めることを目標に掲げる新たな食料・農業・農村基本計画を策定

しました。なお、国の新たな基本計画においては、意欲ある者の創意工夫を引き出し、農

業及び農村の潜在力が最大限に発揮され、国民が将来に向けて新しい展望を描くことがで

きるよう、戸別所得補償制度の導入、「品質」、「安全・安心」といった消費者ニーズに適っ

た生産体制への転換、６次産業化による活力ある農山漁村の再生という新たな理念に基づ

く施策を基本に、各般の施策を一体的に推進する政策体系に農政を転換させ、「食」と「地

域」の早急な再生を図っていくこととされています。 
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＜農山漁村地域の主要交流施設利用者数の推移＞ 
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（資料：県内の59施設を対象とした三重県調べ） 

 

 




